
尾張旭市監査公表第３８号 
令和８年４月３０日付け尾張旭市監査公表第２２号をもって公表した定例監査結果

報告について、令和８年５月２１日付け８総第３７号で市長から措置を講じた旨の通

知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の

規定により次のとおり公表します。 
令和８年５月２９日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　 　原　美佳子　　　　　 

 
総務部総務課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条により、市の歳入を収入

するときは、これを調定し、納入義務者

に対して納入の通知をしなければならな

い。しかしながら、行政財産目的外使用

料（市役所庁舎内喫茶室、食堂厨房光熱

水費負担分）について、調定を決議する

ことなく、令和７年１０月３１日に納入

の通知をしていた。 
適時適切に調定を決議されたい。

　指摘事項について、課内で共有を図る 
とともに、市の歳入を収入するときは、

調定決議の上、納入通知することを徹底

し、再発防止に努める。

 歳入の調定とは、収入の事実を調査決

定するものであり、法令又は性質上事前

に調定ができないものを除き、歳入金の

収納の前に行われるものである（尾張旭

市会計規則（昭和５８年尾張旭市規則第

１１号。以下「会計規則」という。）第４

条及び第５条）。同課は、情報公開及び個

人情報開示請求に係る複写料実費負担分

（請求者への写しの交付に係るもののう

ち公開・開示決定の際に確定するもの及

び郵送料）について、法令又は性質上事

前に調定ができない歳入とはいえないに

もかかわらず、これまで事後に調定する

ものと取り扱い、調定の決議を経ないで

納入義務者に納入を通知し、徴収し続け

てきた。 
この点、納入を通知した後に調定を決

　令和８年度から、事前調定への変更を

会計課に依頼した。 
　今後は、事前に調定ができる歳入につ

いては、調定の決議をした上で、納入通

知することを徹底する。



 議している理由を尋ねたところ、同複写

料実費負担分には、予算上同じ科目で受

け入れる、性質が異なるもの（公開・開

示決定後、請求者が対象文書を閲覧し、

その場で写しの交付を新たに希望した場

合の、同者への写しの交付に係るもの）

があるため、併せて事後に調定すること

としていたからとのことだった。事前に

調定すべきものを事後調定することは適

切ではなく、同じ科目であっても性質が

異なるのであれば、それぞれ適切な時期

に調定すべきである。 
適時適切に調定を決議されたい。

 　会計規則第４条第１項の規定により、

歳入徴収者は、歳入を収入しようとする

ときは、当該歳入について地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下

「政令」という。）第１５４条第１項に規

定するところによりこれを調査し、その

内容が適正であると認めるときは、歳入

予算の科目（以下「歳入科目」という。）

ごとに調定決議書により決議しなければ

ならない。この場合において、歳入科目

が同一であって、同時に２人以上の納入

義務者に係る調定をしようとするとき

は、その内訳を明らかにして当該調定の

合計額をもって調定することができる。

また、会計規則第４条第２項の規定によ

り、調定の決議には、調定の根拠、計算

の基礎を明らかにした帳票類を添付しな

ければならない。 
　しかしながら、書類・図書等複写料

（同時に２人以上の納入義務者に係る調

定をするもの）については、その内訳を

明らかにしないまま納入義務者全員に係

る歳入の合計額のみをもって調定を決議

していた。当該収入は、コイン式コピー

機による収入で、利用者は不特定多数で

あり、かつ逐次的な利用者把握が困難な

ものである。このような収入について、

内訳など根拠を明らかにしない調定の方

法は、収入の正当性を客観的に証明でき

　指摘事項について、課内で共有を図っ

た。 
書類・図書等複写料については、当該

歳入を収入するときは、現金の計数を担

当者と係長の複数名により実施し、収入

金額の正当性を担保することとした。ま

た、コピー機のカウンタ値を記載したも

のを根拠資料として調定決議書に添付す

ることとした。 
　公文書複写料については、調定決議時

に、複写料算定の根拠となる起案の写

し、納付書の写し等を添付する事務に改

めた。 
　今後も、決議時に根拠等を明らかにす

るようチェックを徹底し、再発防止に努

める。



 ない、チェック機能が働かず事務処理が

適正に行われているかの検証ができない

など、内部統制上の問題がある。調定決

議書には根拠資料としてコイン式コピー

機の集計データ（カウンタ値）を添付す

るなど、調定根拠を明確化されたい。 
また、公文書複写料については、調定

の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票

類を添付しないまま調定を決議してい

た。 
収入の事務手続を適切に実施された

い。

 　政令第１５４条第３項により、納入通

知書を用いて納入を通知する場合は、所

属年度、歳入科目、納入すべき金額、納

期限、納入場所及び納入の請求の事由を

記載してこれをしなければならない。し

かしながら、同課は、公文書複写料のう

ち納入通知書を用いて納入を通知してい

るものについて、納入通知書に納期限を

記載しないまま通知していた。 
また、会計規則第１３条第１項によれ

ば、簡易な方法（会計規則第１０条）に

より納入の通知をした納入義務者から納

入の申出があったときは、納付書兼領収

書（会計規則第２号様式）を当該納入義

務者に交付しなければならないとされて

いる。しかしながら、同課は、同複写料

のうち簡易な方法により納入の通知をし

ているものについて、納入義務者に対し

て、納付書兼領収書ではなく、別の様式

（納入通知書兼領収書（会計規則第１号

様式））を交付していた。 
収入の事務手続を適切に実施された

い。

　簡易な方法で納入通知したときは納付

書兼領収書（第２号様式）を、それ以外

は納入通知書兼領収書（第１号様式）を

使用するように改めるとともに、納期限

を必ず記載するよう課内に周知した。 
　今後は、公文書複写料について、事前

調定に変更したため、調定時に納入通知

書兼領収書であることを確認する。ま

た、同複写料のうち簡易な方法で納入通

知をした際は、複数人で様式が納付書兼

領収書であること及びその記載内容を確

認し、再発防止に努める。 

 　令和３年４月１日から、本市では、

国・県の法令等に基づかず、印鑑証明書

等の照合を行わない書類への押印につい

ては原則廃止したものの、見積書につい

ては引き続き押印を求めている。同課で

は、選挙資材配布及び回収業務委託（令

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、見積書受領時に、押印漏れが

ないかの確認を徹底するよう周知した。 
今後は、「入札・契約関係書類におい

て押印を存続する主な書類及びその考え

方」（尾張旭市総務部総務課）にのっと



 和７年７月４日契約締結分及び令和８年

１月２３日契約締結分）において、代表

者印がない見積書を提出した者と契約を

締結していた。 
契約事務を適切に実施されたい。 
なお、同課における代表者印がない見

積書を提出した者との契約は、昨年度の

定例監査においても注意すべきものとし

て指摘し、今後は事務を改めるとして市

長から措置を講じた旨の通知があったに

もかかわらず、今回の監査でも同様の事

案が検出されたことから、改めて、確実

な是正改善を求める。

り、適切に契約事務を処理することと

し、再発防止に努める。

 　尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭

市規則第１９号。以下「契約規則」とい

う。）第３２条により、政令第１６７条の

５第１項及び第１６７条の１１第２項の

規定により市長が定めた資格を有する者

と契約を締結する場合において、その者

が契約を履行しないこととなるおそれが

ないと認められるとき（契約規則第３２

条第３号）は、契約保証金の全部又は一

部を免除することができる。 
同課は、「参議院議員通常選挙公報配布

業務」及び「参議院議員通常選挙におけ

るあさぴー号への啓発広告の作成及び掲

載業務」について、契約の相手方が尾張

旭市入札参加資格者名簿（同号の資格を

有する者を一覧化したもの）に登載され

ていないにもかかわらず、同号に該当す

るものとして、契約保証金を免除してい

た。 
契約事務を適切に実施されたい。 
なお、同課における契約保証金の免除

については、昨年度の定例監査において

も指摘し、今後は事務を改めるとして市

長から措置を講じた旨の通知があったに

もかかわらず、今回の監査でも同様の事

案が検出されたことから、改めて、確実

な是正改善を求める。

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、契約保証金を免除する場合

は、契約規則の適用すべき規定を確認す

ることを徹底し、再発防止に努める。



 　衆議院議員総選挙等公報配布業務委託

について、契約締結伺いでは「尾張旭市

業務委託契約約款」を添付していたにも

かかわらず、実際の契約では添付してい

なかった。 
また、令和７年国勢調査調査区要図等

作成業務委託（令和７年５月１４日契約

締結）の契約書には、令和４年４月１日

に一部改正される前の「尾張旭市設計業

務等委託契約約款」（令和２年４月１日一

部改正時のもの）を、参議院議員通常選

挙電算事務委託及び参議院議員通常選挙

当日投票受付システム運用業務委託（そ

れぞれ令和７年５月２３日契約締結）の

契約書には、令和５年４月１日に一部改

正される前の「特定個人情報取扱特記事

項」（平成２８年１月策定のもの）を、衆

議院議員総選挙電算事務委託及び衆議院

議員総選挙当日投票受付システム運用業

務委託（それぞれ令和８年１月１６日契

約締結）の契約書には、令和７年６月１

日に一部改正される前の「特定個人情報

取扱特記事項」（平成２８年１月策定のも

の）をそれぞれ添付していた。 
さらに、第２７回参議院議員通常選挙

における投票用紙分類機等調整等業務

（令和７年５月２７日契約締結）の契約

書には、令和７年６月１日に一部改正さ

れた後の「尾張旭市業務委託契約約款」

（同日以降の契約締結分から適用すると

されたもの）を添付していた。 
契約事務を適切に実施されたい。

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、契約時には契約書の添付書類

が適切な改正版であるか確認することを

徹底し、再発防止に努める。

 　参議院議員通常選挙公報配布業務の施

行伺い（契約金額４４８，８００円）で

は、契約規則第３２条第３号（政令第　

１６７条の５第１項及び第１６７条の　

１１第２項の規定により市長が定めた資

格を有する者と契約を締結する場合にお

いて、その者が契約を履行しないことと

なるおそれがないと認められるとき）に

当たるとして契約保証金を免除する旨記

載し、決裁を受けていた。 

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、契約保証金を免除する場合

は、契約規則の適用すべき規定を確認す

ることを徹底し、再発防止に努める。



 これを受け、契約の相手方に同課が作

成した請書の様式を渡した上で、記名押

印させて同書の提出を受けていたが、同

書には、契約規則第３２条第６号（随意

契約を締結する場合において、契約金額

が少額であり、かつ、契約の相手方が契

約を履行しないこととなるおそれがない

と認められるとき）により契約保証金を

免除する旨記載されていた。 
この点、施行伺い時と契約時に契約保

証金免除の適用条文を異なったものとす

ることは、本契約に係る事務が著しく不

適切であるといえる。 
契約の保証の事務を適切に実施された

い。

 　参議院議員通常選挙における瑞鳳西投

票区投票所用空調設備借用業務におい

て、見積書提出依頼の際、期限を令和７

年７月１５日とし、期限までに提出がな

い場合は辞退したものとみなすとしてい

るにもかかわらず、同月１９日に提出し

た者と契約を締結していた。 
また、見積書提出依頼の際は、業務期

間を令和７年７月１８日から令和７年７

月２１日までとしていたにもかかわら

ず、契約書に記載の委託期間は令和７年

７月１６日から令和７年７月２１日まで

としていた。 
契約事務を適切に実施されたい。

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、契約時には施行伺いと内容の

相違がないよう確認を徹底し、再発防止

に努める。

 　投票所内マット設置等委託業務につい

て、仕様書には「業務完了後速やかに、

各設置箇所の現場写真及び完了届を提出

すること」と記載している。しかしなが

ら、各設置箇所の現場写真の提出を受け

ないまま、令和８年２月１０日に完了届

を受領し、同日付けで完了検査の結果を

合格として請負業者に通知していた。な

お、業務報告記録写真（各設置箇所の現

場写真）を受領したのは、同月１３日で

あった。 
事務処理を適切に実施されたい。

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、仕様書等で定める委託業務内

容が適切に履行されているか確認を徹底

し、再発防止に努める。



 　令和７年度尾張旭市役所庁舎等管理業

務（一者随契）においては、見積徴取業

者の単価表をもとに予定額を積算してい

たが、同表によると大工仕事（平日）は

１時間当たり１，５２０円（税込）であ

るにもかかわらず、設計書の単価書には

「土木作業１８０時間×１，５２０円」

とした上、総括表では消費税相当額を加

えて積算していた。このことにより、設

計金額を２，９９２，０００円（正しく

は、２，９６１，２００円）としてしま

い、３０，８００円の過大設計となって

いた。 
また、市役所北庁舎４階空調機修繕に

おいては、仕様書の取替部品一覧には

「圧縮機用防振ゴム１式」及び「圧縮機

取付ボルト組立品３個」としているにも

かかわらず、設計書には「圧縮機用防振

ゴム２，２００円×３式＝６，６００

円」及び「圧縮機取付ボルト組立品　

１，５００円×１個＝１，５００円」で

積算していた。このことにより、設計金

額を６８５，３００円（正しくは、　　

６８３，１００円）としてしまい、　

２，２００円の過大設計となっていた。 
設計事務を適切に実施されたい。

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、予定価格の積算時には単価及

び数量に誤りがないか複数人での確認を

徹底し、再発防止に努める。

 　市役所庁舎防犯カメラ用録画機ＨＤＭ

Ｉエクステンダー取替修繕について、見

積依頼時に添付していた仕様書と内容の

異なるものを契約伺い時に添付し、伺っ

ていた。この点、内容が異なる理由を尋

ねたところ、違う修繕の仕様書を添付し

ていたとのことだった。 
契約事務を適切に実施されたい。

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、契約時には必要となる添付書

類が正しいものであるか確認を徹底し、

再発防止に努める。

 　物品管理者（各課等の長）は、物品を

その属する区分の目的に従って、適正か

つ効率的に管理しなければならない（尾

張旭市物品管理規則（平成２５年尾張旭

市規則第３号）第８条）。「郵便切手等金

券類の管理について（平成２６年９月　

１６日付け２６契号外・２６会号外　総

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、今後は、尾張旭市物品管理規

則にのっとり、毎月末の帳簿数値と現在

高の確認と、受払簿への物品管理者及び

物品取扱員による確認押印を徹底し、再

発防止に努める。



 務部長・会計管理者連名通知）」により、

物品管理者（各課等の長）は、郵便切手

等金券類について、毎月末に帳簿数値と

現在高を確認し、受払簿に確認印を押印

するなど、管理を徹底するものとされて

いる。 
そこで、同課が、郵便切手等に係る出

納簿を備え付けていたので、確認したと

ころ、出納簿には、月末における物品管

理者及び物品取扱員（各課等の庶務担当

係長）の確認欄があるにもかかわらず、

物品管理者、物品取扱員とも確認してい

なかった。 
金券類等取扱事務を適切に実施された

い。


